
邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和５年３月28日

規則第12号

邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則（平成15年

邑楽町規則第５号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

（令和５年邑楽町条例第９号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要

な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例に

よる。

（土壌基準）

第３条 条例第９条の土壌基準は、別表第１の項目の欄に掲げる項目ごとに、

同表の基準値の欄に掲げる値のとおりとする。この場合において、当該土壌

基準は、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定

値によるものとする。

（国又は地方公共団体に準ずる者）

第４条 条例第12条第１項第２号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第１条に規定する会社

(2) 土地改良法（昭和24年法律第195号）第10条第１項の規定により認可さ

れた土地改良区、同法第77条第２項の規定による認可を受けた土地改良区

連合並びに同法第95条第１項の規定による認可を受けて土地改良事業を行

う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人、農地利用集

積円滑化団体及び同法第３条に規定する資格を有する者

(3) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第４条第１項の規定により都

道府県知事の認可を受けた者、同法第14条第１項の規定により設立された

土地区画整理組合及び同法第51条の２第１項に規定する認可を受けた株式

会社



(4) 地方住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給

公社

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）第10条第１項

の規定により設立された土地開発公社

(6) 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する

独立行政法人

(7) 国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立

大学法人

(8) 日本下水道事業団法（昭和47年法律第41号）に規定する日本下水道事業

団

(9) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他こ

れらに準ずるものを出資している法人であって、町長が地方公共団体に準

ずる者として認定した者

２ 前項第９号の規定による認定を受けようとする者は、地方公共団体に準ず

る者の認定申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提

出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近３年間に終了した各事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書

及び事業報告書

(4) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類

３ 町長は、前項の申請が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるとき

は、地方公共団体に準ずる者の認定をするものとする。

(1) 土壌の汚染及び災害の発生の防止を適確に行うことができる見込みの

あること。

(2) 特定事業を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。

（法令等の規定に基づく土砂等による埋立て等）

第５条 条例第12条第１項第３号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次

に掲げるものとする。



(1) 採石法（昭和25年法律第291号）第33条の認可を受けた採取計画（同法

第33条の５第１項又は第２項の規定による変更の認可又は届出があったと

きは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。）に係る岩石採取場の区域

において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該岩石採取場の

区域における埋立て等

(2) 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の認可を受けた採取計画（同

法第20条第１項又は第２項の規定による変更の認可又は届出があったとき

は、それらの変更を受けたもの。以下同じ。）に係る砂利採取場の区域に

おいて当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該砂利採取場の区

域における埋立て等

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８条第

１項の許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第１項の許可を受

けた産業廃棄物処理施設における覆土又は覆土のために行う土砂等による

埋立て等

(4) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項若しくは第２項、第

35条の２第１項、第42条第１項ただし書又は第43条第１項の許可を受けて

行う土砂等による埋立て等

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準じるものとして町長が認める法

令又は他の条例の規定による許可等

（許可を要しない土砂等による埋立て等）

第６条 条例第12条第１項第５号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次

に掲げるものとする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等

(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理

行為として行う土砂等による埋立て等

(3) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等によ

る埋立て等

（許可の申請）

第７条 条例第12条第２項の申請書は、特定事業許可申請書（別記様式第２号）

とする。



２ 条例第12条第２項第12号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施工管理者が通常所在する事務所等の所在地及び電話番号

(2) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住

所（法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、所在地、代表者

の氏名及び役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をい

い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人

に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

配力を有するものと認められるものを含む。以下同じ。）の氏名）

(3) 法人にあっては、その役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載し

た書面

(4) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の

株式を有する株主又は出資の額の100分の５以上の額に相当する出資をし

ている者があるときにあっては、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及

び住所

(5) 申請者に次に掲げる使用人がある場合にあっては、その者の氏名、生年

月日、本籍地及び住所

ア 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事

務所）の代表者

イ 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有

する場所の代表者

３ 条例第12条第３項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業区域の位置を示す図面

(2) 特定事業区域の付近の見取図

(3) 土砂等埋立等区域の見取図

(4) 条例第12条第１項に規定する許可を受けようとする者（以下「申請者」

という。）が個人である場合にあっては、申請者の住民票の写し

(5) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記履歴事項証明書及び法

人の役員の全員の住民票の写し



(6) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法

定代理人が法人である場合においては、その登記履歴事項証明書及び役員

の住民票の写し）

(7) 特定事業施工に係る資金調達計画書（別記様式第３号。土砂等埋立等区

域の面積が3,000平方メートル未満であるもの（以下「小規模特定事業」と

いう。）を除く。）

(8) 申請者が個人である場合にあっては、資産及び負債に関する調書（別記

様式第４号）直近３年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書

類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類並びに町税の納税証

明書（小規模特定事業を除く。）

(9) 申請者が法人である場合にあっては、直近３年間に終了した各事業年度

の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税

の納付すべき額及び納付済額を証する書類、事業税の納付すべき額及び納

付済額を証する書類並びに町税の納税証明書（小規模特定事業を除く。）

(10) 特定事業区域の土地の登記全部事項証明書及び不動産登記法（平成16

年法律第123号）第14条第１項に規定する地図の写し又は同条第４項に規定

する地図に準ずる図面の写しであって、当該特定事業区域及びその周辺の

土地の所有者名を記載したもの

(11) 申請者が特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場

合にあっては、当該所有権を有しない土地を使用する権原を証する書類

(12) 条例第14条第４号に規定する特定事業に係る土地所有者の同意書

(13) 条例第14条第５号に規定する特定事業に係る隣接土地所有者の同意書

(14) 条例第14条第６号に規定する特定事業に係る近隣住民の承諾書

(15) 条例第14条第７号に規定する特定事業に係る関係者承諾書

(16) 特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、当該請負の

契約書の写し

(17) 施工管理者の住民票の写し

(18) 特定事業区域の現況平面図、現況断面図、求積図及び面積計算書

(19) 特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図

(20) 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図、求積図及び面積計算書



(21) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書

(22) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を

記載した書面（応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。）

(23) 排水関連の書類（湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地、自然

排水を遮断するような地形構造の土地及び大雨で湛水する土地等で雨水等

を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩落による

災害若しくは湛水被害等が発生するおそれがある場合にあっては、排水に

係る施設の設置その他の有効な排水に係る措置の図面、流出量算定及び排

水断面算定を記載した書面、流域の図面、調整池等の設置が必要な場合に

あっては、当該調整池等の容量計算書及び構造計画図等の図面）

(24) 特定事業区域への土砂等の搬出入予定経路図

(25) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、特定事

業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであることを示す書類

(26) 申請者（申請者が未成年者である場合にあっては、申請者及びその法

定代理人）及び土地所有者の誓約書

(27) 農地転用許可が必要な場合にあっては、許可指令書の写し又は許可申

請書の写し

(28) 道路又は水路を占用する場合は、当該許可書の写し

(29) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答書の写し

(30) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

（技術上の基準）

第８条 条例第14条第３号の規則で定める技術上の基準は、別表第２のとおり

とする。

２ 条例第13条に規定する特定事業を行うことについて、当該特定事業に係る

特定事業区域の土地の所有者の同意を、特定事業に係る土地所有者の同意書

（別記様式第５号）により得るものとする。

３ 当該特定事業に係る特定事業区域の土地に隣接する土地の所有者の承諾を、

特定事業に係る隣接土地所有者の承諾書（別記様式第６号）により得るもの

とする。



４ 特定事業を行うことについて、当該特定事業に係る特定事業区域の近隣の

住民の承諾を得るものとし、当該特定事業区域の近隣の住民とは、当該特定

事業区域から100メートル以内の範囲の区域に居住する者とする。

５ 前項の規定による近隣住民の承諾は、特定事業に係る近隣住民の承諾書（別

記様式第７号）により行うものとする。

６ 特定事業を行うことについて、特定事業により特に影響を受ける者として

町長が認める者の承諾を、特定事業に係る関係者承諾書（別記様式第８号）

により得るものとする。

（許可又は不許可の通知）

第９条 町長は、第７条第１項に規定する許可の申請に係る申請書の提出があ

ったときは、速やかにその内容を審査のうえ、許可又は不許可の決定をし、

特定事業許可（不許可）決定通知書（別記様式第９号）により当該許可を申

請した者に通知するものとする。

（変更の許可の申請等）

第10条 条例第15条第１項本文の規定による変更の許可を受けようとする者

（以下「変更申請者」という。）は、特定事業変更許可申請書（別記様式第

10号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第７条第３項各号に掲げる書類のうち変更に係る事項に関するもの

(2) 変更申請者が個人である場合にあっては、第７条第３項第８号に掲げる

書類（本項又は条例第12条第３項の規定により既に提出されたものを除く。）

(3) 変更申請者が法人である場合にあっては、第７条第３項第９号に掲げる

書類（本項又は条例第12条第３項の規定により既に提出されたものを除く。）

(4) 条例第14条第４号に規定する特定事業に係る土地所有者の同意書を得

た者にあっては、当該変更に係わる事項についての当該土地所有者の同意

書

２ 条例第15条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更

とする。

(1) 特定事業の期間の変更（当該期間を短縮させるものに限る。）

(2) 条例第12条第２項第６号の特定事業区域に搬入する土砂等の数量の変

更（当該土砂等の数量を減少させるものに限る。）



(3) 施工計画の変更（前２号に掲げる事項の変更に係るものに限る。）

３ 条例第15条第２項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあって

は、その代表者の氏名、生年月日、本籍地及び住所

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が定める事項

４ 条例第15条第３項の規定による届出は、特定事業軽微変更届出書（別記様

式第11号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合にあっては、住民票

の写し

(2) 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更の場合

（代表者の氏名の変更については、次号に規定する場合を除く。）にあっ

ては、法人の登記履歴事項証明書

(3) 法人の役員が新たに就任した場合にあっては、法人の登記履歴事項証明

書及び当該役員の住民票の写し

(4) 条例第14条第４号に規定する特定事業に係る土地所有者の同意書を得

た者にあっては、当該軽微な変更に係わる事項についての当該土地所有者

の同意書

（変更許可又は不許可の通知）

第11条 町長は、前条第１項の規定による変更の許可の申請があったときは、

速やかにその内容を審査のうえ、許可又は不許可の決定をし、特定事業変更

許可（不許可）決定通知書（別記様式第12号）により当該変更許可を申請し

た者に通知するものとする。

（土砂等の搬入の事前届出）

第12条 条例第17条第１項の規則で定める土砂等の数量は、5,000立方メートル

とする。

２ 条例第17条第１項の規定による届出は、土砂等搬入届出書（別記様式第13

号）を提出して行うものとする。

３ 条例第17条第２項の規則で定める特定事業区域に搬入しようとする土砂等

が当該土砂等を排出する場所から排出された土砂等であること及び当該土砂



等の性状が基準に適合していることを証する書面は、土砂等を排出する場所

の管理者が発行する土砂等排出元証明書（別記様式第14号）によるものとす

る。

４ 条例第17条第２項の規則で定める特定事業区域に搬入しようとする土砂等

が土壌基準に適合していることを証する書面は、搬入しようとする土砂等の

土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真、検体試料採取調書（別

記様式第15号）並びに計量士（計量法（平成４年法律第51号）第122条第１項

の規定により登録された者であって、計量法施行規則（平成５年通商産業省

令第69号）第50条第１号に規定する環境計量士（濃度関係）であるものに限

る。第20条第１項第２号において同じ。）が発行した土壌検査証明書（別記

様式第16号。第20条第１項第１号において単に「土壌検査証明書」という。）

とする。

５ 前項の搬入しようとする土砂等の土壌検査は、別表第１の項目の欄に掲げ

る項目ごとに、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものと

する。

６ 条例第17条第２項第２号の規則で定める法令等は、次の各号に掲げるもの

とする。

(1) 採石法

(2) 砂利採取法

７ 条例第17条第２項第２号の規則で定める法令等の規定に基づき採取された

土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡し・譲渡証明書（別記

様式第17号）又はこれに準ずる書面とする。

（土砂等の性状の基準）

第13条 条例第17条第３項第３号の規則で定める基準は、建設業に属する事業

を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

（平成３年建設省令第19号）別表第１左欄に掲げる第１種建設発生土、第２

種建設発生土又は第３種建設発生土に該当する性状であるものとする。

（特定事業の完了等の手続）

第14条 条例第18条第１項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。



(1) 特定事業を完了したとき 特定事業完了届出書（別記様式第18号）

(2) 特定事業を廃止し、又は休止したとき 特定事業廃止（休止）届出書（別

記様式第19号）

(3) 休止した特定事業を再開しようとするとき 特定事業再開届出書（別記

様式第20号）

２ 前項第１号及び第２号の届出書には、特定事業区域の出来形に関する図面

（前項第２号の届出書にあっては、特定事業区域以外の区域への土砂等の飛

散及び流出並びに崩落による災害の発生を防止するために必要な措置に関す

る図面を含む。）を添えなければならない。

（地位の承継の届出等）

第15条 条例第19条第２項の規定による届出は、特定事業地位承継届出書（別

記様式第21号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 承継した者が個人である場合にあっては、次のアからエまでに掲げる書

類

ア 被相続人との続柄を証する書類

イ 第７条第３項第４号、第６号、第７号及び第８号に掲げる書類

ウ 第７条第３項第26号に掲げる書類（条例第12条第３項（条例第15条第

６項において準用する場合を含む。）の規定により既に提出されたもの

を除く。）

エ その他町長が必要と認める書類

(2) 承継した者が法人である場合にあっては、次のアからオまでに掲げる書

類

ア 合併契約書又は分割契約書の写し

イ 吸収合併又は吸収分割により特定事業の全部を承継した法人にあって

は、第７条第３項第５号、第７号及び第９号に掲げる書類並びに現に行

っている事業の概要を説明する書類

ウ 新設合併又は新設分割により設立した法人にあっては、第７条第３項

第５号及び第７号に掲げる書類

エ 前号ウに掲げる書類

オ その他町長が必要と認める書類



（特定事業に係る標識の掲示）

第16条 条例第21条第１項の標識は、土砂等の埋立て等に関する標識（別記様

式第22号）によるものとする。

２ 条例第21条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号

(2) 埋立て等の目的

(3) 特定事業を行う場所の所在地

(4) 特定事業を行う者の住所、氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在

地、その名称及び代表者の氏名）及び電話番号

(5) 特定事業の期間

(6) 特定事業区域の面積

(7) 土砂等の排出の場所及び搬入予定数量

(8) 施工管理者の氏名

（帳簿の記載）

第17条 条例第22条第１項の規定による帳簿の記載は、特定事業施工管理台帳

（別記様式第23号）により毎日行うものとする。

２ 条例第22条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称

(2) 特定事業区域の位置及び面積

(3) 土砂等埋立等区域の位置及び面積

(4) 記録者の氏名

(5) 土砂等の搬入時刻

(6) 搬入車両の登録番号

(7) 土砂等を運搬した者の氏名又は法人の名称

(8) 搬入車両の運転者の氏名

(9) 搬入した土砂等の数量

(10) 土砂等の積込み場所

(11) 施工作業の内容

(12) その他埋立て等の施工に必要な事項



３ 条例第22条第２項の規定による報告は、条例第12条の許可を受けた日（再

開したときは、再開した日。以下この項において同じ。）から３月ごと（月

の中途において当該許可を受けたとき（再開したときは、再開したとき。）

は、当該許可を受けた日の属する月を１月とみなす。）に遅滞なく、特定事

業施工状況報告書（別記様式第24号）に当該期間の特定事業施工管理台帳の

写しを添えて行うものとする。

（特定事業区域内土壌検査）

第18条 特定事業の許可を受けた者は、次の各号に掲げる日から起算して６月

を経過する日又は次の各号に掲げる日から計算して特定事業区域に搬入した

土砂等の数量が5,000立方メートル（土地の掘削その他の土地の形質の変更が

行われていない県内の土地から排出され、又は採取された土砂等であって土

壌基準に適合するものと町長が認めたものについては、10,000立方メートル）

を超える日のいずれか早い日（以下「検査基準日」という。）をもって、条

例第23条第１項に規定する土壌検査（特定事業区域から排出される水がある

場合の当該排出される水の検査を除く。以下「特定事業区域内土壌検査」と

いう。）を行う義務を負うものとする。

(1) 特定事業区域へ土砂等の搬入を開始した日

(2) 前回の検査基準日

２ 特定事業の許可を受けた者は、特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止

したとき、若しくは特定事業の期間が満了したとき、又は特定事業の許可の

取消しを受けたときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、特

定事業区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。

３ 特定事業区域内土壌検査のための試料は、町長の指定する職員の立会いの

上、これを採取しなければならない。

４ 特定事業区域内土壌検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 特定事業区域内土壌検査は、次の表の左欄に掲げる土砂等埋立等区域の

面積に応じ、当該土砂等埋立等区域をそれぞれ同表の右欄に掲げる数以上

の区域に等分して行うこと。

土壌検査の区域数



(2) 特定事業区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規

定により等分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わ

る２直線上の当該中央地点から５メートルから10メートルまでの４地点

（当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる２直線

上の当該中央地点と当該区域の境界との中間地点４地点）の土壌について

行うこと。

(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において

等量とし、採取後、第１号の規定により等分された１つの区域ごとに混合

し、それぞれ１つの試料とすること。

(4) 特定事業区域内土壌検査は、前号の規定により作成された試料について、

それぞれ、別表第１の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の測定方法の欄

に掲げる方法により行うこと。

（水質検査）

第19条 条例第23条第１項に規定する排出される水の検査（以下「水質検査」

という。）については、前条第１項から第３項までの規定を準用する。この

場合において、同条第１項中「土壌検査（特定事業区域から排出される水が

ある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「特定事業区域内土壌検査」

という。）」とあるのは「排出される水の検査（以下この条において「水質

１ヘクタール未満 ２

１ヘクタール以上２ヘクタール未満 ３

２ヘクタール以上３ヘクタール未満 ４

３ヘクタール以上４ヘクタール未満 ５

４ヘクタール以上５ヘクタール未満 ６

５ヘクタール以上６ヘクタール未満 ７

６ヘクタール以上７ヘクタール未満 ８

７ヘクタール以上８ヘクタール未満 ９

８ヘクタール以上９ヘクタール未満 10

９ヘクタール以上10ヘクタール未満 11

10ヘクタール以上 12



検査」という。）」と、同条第２項及び第３項中「特定事業区域内土壌検査」

とあるのは「水質検査」と読み替えるものとする。

２ 水質検査は、前項の規定により読み替えて準用する前条第３項の規定によ

り採取した試料について、別表第３の項目の欄に掲げる項目ごとに、それぞ

れ同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

（特定事業区域内土壌検査及び水質検査の報告）

第20条 特定事業区域内土壌検査等報告書（別記様式第25号）に、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行うものとする。

(1) 特定事業区域内土壌検査 当該特定事業区域内土壌検査に使用した土

砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第19条第２項の規定によ

り採取した試料ごとの検体試料採取調書及び土壌検査証明書

(2) 水質検査 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び

現場写真並びに前条第１項の規定により読み替えて準用する第19条第２項

の規定により採取した試料ごとの検体試料採取調書及び計量士が発行した

水質検査証明書（別記様式第26号）

２ 条例第23条第１項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める日とする。

(1) 第18条第１項の規定により行う特定事業区域内土壌検査又は前条第１

項の規定により読み替えて準用する第18条第１項の規定により行う水質検

査 第18条第１項各号に該当する日から１月を経過する日

(2) 第18条第２項の規定により行う特定事業区域内土壌検査又は前条第１

項の規定により読み替えて準用する第18条第２項の規定により行う水質検

査 町長の定める日

（書類の備置き等）

第21条 条例第24条第１項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものと

する。

(1) 第10条第４項に規定する特定事業軽微変更届出書の写し

(2) 第12条第２項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し

(3) 前条第１項に規定する特定事業区域内土壌検査等報告書及びその添付

書類の写し



（車両の表示）

第22条 条例第25条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨

(2) 特定事業区域の所在地（特定事業区域の所在地の全てを記載することが

できないときは、当該特定事業区域を代表する所在地）

(3) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称

(4) 特定事業の許可番号

(5) 特定事業区域に土砂等を運搬する者の氏名又は法人の名称

（身分証明書）

第23条 条例第33条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（別記

様式第27号）とする。

（改善命令）

第24条 条例第26条の規定による改善命令は、特定事業改善命令書（別記様式

第28号）によるものとする。

（許可の取消し）

第25条 条例第27条の規定による許可の取消しは、特定事業許可等取消通知書

（別記様式第29号）によるものとする。

（措置命令）

第26条 条例第28条の規定による措置命令は、特定事業措置命令書（別記様式

第30号）によるものとする。

（停止命令）

第27条 条例第26条に規定する特定事業の停止の命令又は条例第28条第２項の

規定する特定事業の停止の命令は、特定事業停止等命令書（別記様式第31号）

によるものとする。

（停止及び措置等命令）

第28条 条例第26条に規定する特定事業の施工に関し必要な改善及び特定事業

の停止の命令又は条例第28条第２項の規定する特定事業の停止及び必要な措

置の命令は、特定事業停止及び措置等命令書（別記様式第32号）によるもの

とする。

（土地所有者への勧告）



第29条 条例第29条の規定による勧告は、土地所有者への措置勧告書（別記様

式第33号）によるものとする。

（土地所有者への命令）

第30条 条例第30条の規定による命令は、土地所有者への措置命令書（別記様

式第34号）によるものとする。

（公表の方法）

第31条 条例第31条の規定による公表は、町の広報への掲載又はインターネッ

トの利用その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

（委任）

第32条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

（事務分掌）

第33条 条例及び条例施行規則の事務分掌は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事業区域が農地法（昭和27年法律第229号）の許可を要するものについ

ては、農業振興課とする。

(2) 前号以外の事業区域については、建設環境課とする。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

別表第１（第３条、第10条及び第16条関係）

項目 基準値 測定方法

カドミウム 検液１リットルにつき

0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102の55.2、55.3又は

55.4に定める方法

全シアン 検液中に検出されない

こと。

日本産業規格K0102の38に定める方法

（日本産業規格K0102の38.1.1及び38の

備考11に定める方法を除く。）又は水質

汚濁に係る環境基準について（昭和46

年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環

境庁告示第59号」という。）付表１に掲

げる方法

有機燐 検液中に検出されない排水基準を定める省令の規定に基づく



こと。 環境大臣が定める排水基準に係る検定

方法（昭和49年環境庁告示第64号。以下

「昭和49年環境庁告示第64号」という。）

付表１に掲げる方法又は日本産業規格

K0102の31.1に定める方法のうちガスク

ロマトグラフ法以外のもの（メチルジメ

トンにあっては、昭和49年環境庁告示第

64号付表２に掲げる方法）

鉛 検液１リットルにつき

0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102の54に定める方法

六価クロム 検液１リットルにつき

0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0102の65.2（日本産業規

格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。）

に定める方法

砒素
ひ

検液１リットルにつき

0.01ミリグラム以下

（埋立て等を行う場所

の土地利用目的が農用

地（田に限る。銅の項

及び別表第３備考第２

号において同じ。）で

ある場合にあっては、

検液１リットルにつき

0.01ミリグラム以下、

かつ、試料１キログラ

ムにつき15ミリグラム

未満）

検液中濃度に係るものにあっては日本

産業規格K0102の61に定める方法、農用

地に係るものにあっては農用地土壌汚

染対策地域の指定要件に係る砒素の量

の検定の方法を定める省令（昭和50年総

理府令第31号）第１条第３項及び第２条

に規定する方法

総水銀 検液１リットルにつき

0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表２に掲

げる方法

アルキル水銀 検液中に検出されない昭和46年環境庁告示第59号付表２及び



こと。 昭和49年環境庁告示第64号付表３に掲

げる方法

PCB 検液中に検出されない

こと。

昭和46年環境庁告示第59号付表４に掲

げる方法

銅 埋立て等の用に供する

場所の土地利用目的が

農用地である場合にあ

っては、試料１キログ

ラムにつき125ミリグ

ラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に

係る銅の量の検定の方法を定める省令

（昭和47年総理府令第66号）第１条第３

項及び第２条に規定する方法

ジクロロメタン 検液１リットルにつき

0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2

に定める方法

四塩化炭素 検液１リットルにつき

0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン

（別名塩化ビニ

ル又は塩化ビニ

ルモノマー）

検液１リットルにつき

0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準につ

いて（平成９年環境庁告示第10号。以下

「平成９年環境庁告示第10号」という。）

付表に掲げる方法

１・２―ジクロ

ロエタン

検液１リットルにつき

0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1

又は5.3.2に定める方法

１・１―ジクロ

ロエチレン

検液１リットルにつき

0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2

に定める方法

１・２―ジクロ

ロエチレン

検液１リットルにつき

0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の

5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トラ

ンス体にあっては日本産業規格K0125の

5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

１・１・１―ト

リクロロエタン

検液１リットルにつき

１ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1又は5.5に定める方法

１・１・２―ト検液１リットルにつき日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、



リクロロエタン 0.006ミリグラム以下 5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチ

レン

検液１リットルにつき

0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエ

チレン

検液１リットルにつき

0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、

5.4.1又は5.5に定める方法

１・３―ジクロ

ロプロペン

検液１リットルにつき

0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1

に定める方法

チウラム 検液１リットルにつき

0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表５に掲

げる方法

シマジン 検液１リットルにつき

0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表６の第

１又は第２に掲げる方法

チオベンカルブ 検液１リットルにつき

0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表６の第

１又は第２に掲げる方法

ベンゼン 検液１リットルにつき

0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2

に定める方法

セレン 検液１リットルにつき

0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102の67.2、67.3又は

67.4に定める方法

ふっ素 検液１リットルにつき

0.8ミリグラム以下

日本産業規格K0102の34.1（日本産業規

格K0102の34の備考１を除く。）若しく

は34.4（妨害となる物質としてハロゲン

化合物又はハロゲン化水素が多量に含

まれる試料を測定する場合にあっては、

蒸留試薬溶液として、水約200ミリリッ

トルに硫酸10ミリリットル、りん酸60

ミリリットル及び塩化ナトリウム10グ

ラムを溶かした溶液とグリセリン250ミ

リリットルを混合し、水を加えて1,000

ミリリットルとしたものを用い、日本産

業規格K0170―６の６図２注記のアルミ



備考

この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メ

チルジメトン及びEPNをいう。

別表第２（第８条関係）

ニウム溶液のラインを追加する。）に定

める方法又は日本産業規格K0102の

34.1.1c）（注(2)第３文及び日本産業規

格K0102の34の備考１を除く。）に定め

る方法（懸濁物質及びイオンクロマトグ

ラフ法で妨害となる物質が共存しない

ことを確認した場合にあっては、これを

省略することができる。）及び昭和46

年環境庁告示第59号付表７に掲げる方

法

ほう素 検液１リットルにつき

１ミリグラム以下

日本産業規格K0102の47.1、47.3又は

47.4に定める

１・４―ジオキ

サン

検液１リットルにつき

0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表８に掲

げる方法

基準

１ 周辺対策

(1) 事業の施工に当たっては、粉塵、騒音、振動及び搬出入車両による土砂

等の飛散等により、周辺の土地、財産及び住民に被害、危害又は迷惑を及

ぼすことのないようにすること。

(2) 道水路を破損した場合は、原形復旧すること。

(3) 道水路との境界及び占用する場合は関係機関と十分協議すること。

２ 交通対策

(1) 特定事業区域への土砂等の搬出入については、搬出入予定経路図に示さ

れた路線から搬出入すること。また、搬出入経路が通学路に当たる場合は、

通学時間を避けること。



(2) 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施

設の設置等の措置を講ずること。

(3) 土砂等の搬出入に伴う特定事業区域からの土砂等のまき出し等を防止

し、他の交通の妨げとならないようにすること。道路を土砂等で汚した場

合は速やかに清掃すること。

３ 安全対策

(1) 特定事業区域への出入口は１箇所とし、作業終了時には必ず閉鎖するこ

と。

(2) 土砂等埋立等区域以外の地域への土砂等による埋立て等により使用さ

れた土砂等の崩落、飛散又は流出を防止するために必要な措置を講じるこ

と。

(3) 事業の施工中の、事業の施行に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じる

事故又は第三者に損害を与える事故に係る関係者及び関係行政機関との連

絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底する

こと。

４ 作業時間等

(1) 作業時間は、午前８時から午後５時までとする。

(2) 日曜、祝日及び年末年始の作業は行わないこと。

５ 埋立て又は土砂等のたい積

(1) 土砂等埋立等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤

に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられる

こと。

(2) 著しく傾斜をしている土地において、施工する前の地盤と埋立て等をさ

れる土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切

り等の措置が講じられること。

(3) 土砂等による埋立て等の高さ及び法面の勾配は、次のとおりとする。

ア 土砂等によるたい積の高さは、土砂等埋立等区域の施行前の地盤高よ

り2.5メートル以内であること。ただし、隣接する最も低い道路の側溝面

又は道路面の高さより2.5メートル以内とすること（土砂等による埋立て



等の施工中のたい積の高さにおいては、おおむね2.5メートル以内とする

こと。）。

イ 土砂等によるたい積の法面の勾配は、垂直１メートルに対する水平距

離が1.8メートル以上の勾配であること。

(4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令（昭和

37年政令第16号）第６条から第10条までの規定に適合すること。

(5) 土砂等による埋立て等の完了等の後に地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じ

ないよう締固めその他の措置が講じられること。

(6) 土砂等による埋立て等の完了後の法面は、石張り、芝張り、モルタルの

吹付け等によって風化その他の侵食から保護する措置が講じられること。

又は土砂等による埋立て等に係る土地に隣接する土地（隣接する土地が申

請者の土地である場合を除く。）の境界と土砂等埋立等区域との間隔が最

大たい積時の土砂等による埋立て等の高さに相当する長さ（保安距離）を

とる等の措置が講じられること。

(7) 特定事業区域（法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、

芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられること。

(8) 湧水の多い土地に土砂等による埋立て等を行う場合にあっては、有孔管

等による排水施設を設け、雨水等を適切に排水しなければ埋立て等を行う

土砂等が流出し、又は災害が発生するおそれがある場合にあっては、十分

な能力及び構造を有する排水施設を設けること。

(9) 下水道、排水路、河川その他の排水の放流先の排出能力に応じて必要が

ある場合は、一時雨水等を貯留する十分な能力及び構造を有する調整池そ

の他の施設を設けること。

(10) 排水施設の構造は、下水道法施行令（昭和34年政令第147号）第８条第

２号、第３号及び第８号から第10号までの基準に適合するものであること。

ただし、一時たい積事業であって、土砂等のたい積の目的が継続して特定

事業を行わない一時的な土砂等の保管、農地の改良その他これらに類する

ものである場合は、この限りでない。

(11) 事業を施行するに必要な関係法令の規定による手続きがなされている

こと。



別表第３（第17条関係）

項目 測定方法

カドミウム 日本産業規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン 日本産業規格K0102の38.1.2（日本産業規格K0102の38の

備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定める方法、日

本産業規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、日本

産業規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和

46年環境庁告示第59号付表１に掲げる方法

有機燐 昭和49年環境庁告示第64号付表１に掲げる方法又は日

本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマ

トグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭

和49年環境庁告示第64号付表２に掲げる方法）

鉛 日本産業規格K0102の54に定める方法

六価クロム 日本産業規格K0102の65.2（日本産業規格K0102の65.2.2

及び65.2.7を除く。）に定める方法

砒素 日本産業規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法

総水銀 昭和46年環境庁告示第59号付表２に掲げる方法

アルキル水銀 昭和46年環境庁告示第59号付表３に掲げる方法

PCB 昭和46年環境庁告示第59号付表４に掲げる方法

銅 日本産業規格K0102の52.2、52.3、52.4又は52.5に定め

る方法

ジクロロメタン 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に

定める方法

クロロエチレン（別名

塩化ビニル又は塩化ビ

ニルモノマー）

平成９年環境庁告示第10号付表に掲げる方法

１・２―ジクロロエタ

ン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定め

る方法



１・１―ジクロロエチ

レン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

１・２―ジクロロエチ

レン

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は

5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規

格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

１・１・１―トリクロ

ロエタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に

定める方法

１・１・２―トリクロ

ロエタン

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に

定める方法

トリクロロエチレン 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に

定める方法

テトラクロロエチレン日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に

定める方法

１・３―ジクロロプロ

ペン

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム 昭和46年環境庁告示第59号付表５に掲げる方法

シマジン 昭和46年環境庁告示第59号付表６の第１又は第２に掲

げる方法

チオベンカルブ 昭和46年環境庁告示第59号付表６の第１又は第２に掲

げる方法

ベンゼン 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン 日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素 日本産業規格K0102の34.1（日本産業規格K0102の34の備

考１を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハ

ロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試

料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水

約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミ

リリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶

液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて



備考

１ この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、

メチルジメトン及びEPNをいう。

２ この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供

する場所の利用目的が農用地である場合に行う。

1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格

K0170―６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを

追加する。）に定める方法又は日本産業規格K0102の

34.1.1c）（注(2)第３文及び日本産業規格K0102の34の

備考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンク

ロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを

確認した場合にあっては、これを省略することができ

る。）及び昭和46年環境庁告示第59号付表７に掲げる方

法

ほう素 日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

１・４―ジオキサン 昭和46年環境庁告示第59号付表８に掲げる方法

水素イオン濃度 日本産業規格K0102の12.1に定める方法又は昭和49年環

境庁告示第64号に定める方法




